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（
と
じ
て
保
存
し
て
く
た
さ
い
）
 

9 月は 固定資産税3 期分 の納税月です 
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広
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あ か い け け
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第2 7 2 号 昭和60年9月1日 け
 

か
 m 

田
川
市
郡
の
ト
市
町
村
が
ー
つ
に
な
 

っ
て
企
業
誘
致
を
中
心
に
田
川
の
浮
揚
 

を
進
め
よ
う
と
、
田
川
地
区
振
興
促
進
 

協
議
会
（
会
長
廿
滝
井
義
高
田
川
市
 

長
）
が
発
足
し
、
発
会
式
が
L
月
三
ト
 

一
日
、
田
川
市
の
青
少
年
文
化
ホ
ー
ル
 

で
開
か
れ
ま
し
た
。
 

式
に
は
、
各
市
町
村
長
や
議
会
、
市
 

町
村
の
産
業
経
済
の
担
当
者
な
ど
約
百
 

人
が
出
席
。
滝
井
市
長
は
、
 

「
地
方
財
 

政
は
苦
し
く
、
石
炭
関
係
の
時
限
立
法
 

ル
 

、
 

鵬
譲
播
譲
勢
藁
曇
」
驚
欝
轟
欝
締
無
 

の
期
限
切
れ
が
追
る
な
ど
、
田
川
地
区
 

は
冬
の
時
代
。
協
議
会
の
力
で
こ
れ
を
 

切
り
ぬ
け
、
新
し
い
歴
史
を
切
り
開
く
 

第
一
歩
と
し
た
い
。
」
と
宣
言
。 

大
塚
副
知
事
や
、
地
域
振
興
整
備
公
 

団
の
九
州
支
部
長
、
通
産
省
の
産
炭
地
 

振
興
課
長
な
ど
の
来
賓
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
 

「
会
の
発
展
に
期
待
し
て
い
る
。
」
 
と
 

あ
い
さ
つ
し
ま
し
た
。
 

な
お
、
協
議
会
で
は
、
地
域
住
民
の
 

協
力
体
制
づ
く
り
と
し
て
、
地
元
の
若
 

ト池永町長も常にシートベルトを着用しています． 

ト「企業誘致を中心に田川地区の浮揚を」 と話し合う 

振興促進協議会のみなさんーー一田川青少年文化ホールでぐ 

者
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
 

や
各
界
代
表
に
よ
る
検
 

討
会
議
、
講
演
会
の
開
 

催
、
東
京
、
大
阪
で
の
 

企
業
誘
致
シ
ン
ポ
ジ
ュ
 

ー
ム
セ
ミ
ナ
ー
、
田
川
 

地
区
を
P
R

す
る
パ
ン
 

フ
レ
ッ
ト
作
成
、
地
域
 

産
業
振
興
計
画
書
の
作
 

成
、
企
業
の
進
出
希
望
 

調
査
な
ど
の
事
業
計
画
 

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
 

赤
池
工
場
団
地
も
近
 

く
、
再
整
備
さ
れ
、
整
 

備
公
団
よ
り
分
譲
が
行
 

わ
れ
る
予
定
で
、
こ
の
 

協
議
会
に
も
積
極
的
に
 

協
力
し
町
の
活
性
化
を
 

図
る
こ
と
に
な
り
ま
す
 

1 

。
 

またも不審火による火災 
』 鼻 、、 二い・‘" J・・： 

いずれも中尾地区で発生 

八
月
十
四
日
、
赤
池
西
ケ
丘
で
不
審
 

火
に
よ
る
火
災
が
発
生
。
家
屋
（
空
屋
）
 

と
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
、
倉
庫
を
焼
い
て
 

四
十
分
後
に
鎮
火
し
ま
し
た
。
 

今
年
、
町
内
の
火
災
発
生
件
数
は
、
 

す
で
に
十
五
件
。
う
ち
十
二
件
が
中
尾
 

地
区
で
発
生
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
 

ど
が
、
原
因
不
明
の
不
審
火
に
よ
る
火
 

災
で
す
。
 

田
川
地
区
消
防
署
、
同
金
田
分
署
、
 

赤
池
町
消
防
団
で
は
、
広
報
車
や
チ
ラ
 

シ
等
で
注
意
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
が
 

空
屋
か
ら
の
不
審
火
が
多
い
こ
と
か
ら
 

「
持
ち
主
は
、
十
分
管
理
し
て
ほ
し
い
己
 

と
訴
え
て
い
ま
す
。
 

人
権
を
守
り
長
期
保
存
に
耐
え
る
よ
う
 

戸
籍
簿
（
除
醜
鷺
一
「
籍
）
を
再
製
 

赤
池
町
で
は
、
現
在
、
除
籍
お
よ
び
 

改
製
原
戸
籍
の
和
紙
再
製
業
務
を
行
っ
 

て
い
ま
す
。
 

こ
れ
は
、
明
治
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
 

る
戸
籍
記
事
の
中
に
身
分
を
差
別
す
る
 

用
語
や
出
生
地
、
死
亡
記
事
欄
に
人
権
 

を
犯
す
記
載
な
ど
が
あ
り
、
上
か
ら
消
 

さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
人
権
上
差
別
的
 

記
載
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
ま
す
。
 

こ
の
た
め
文
字
消
去
跡
を
な
く
し
、
個
 

人
の
権
利
と
自
由
を
守
る
た
め
、
ま
た
、
 

長
期
の
保
存
に
耐
え
う
る
よ
う
和
紙
再
 

製
原
本
を
作
る
も
の
で
す
。
 

作
業
は
、
 
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
に
撮
 

影
さ
れ
、
こ
ん
せ
き
を
な
く
し
和
紙
に
 

再
製
さ
れ
ま
す
。
経
費
も
六
百
万
円
か
 

道
路
交
、
‘
江
‘
 

静
が
，
，
さ
 
‘
ま
レ
た
 

道
路
交
通
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
主
な
も
の
は
九
月
一
日
以
降
、
段
階
的
 

に
施
行
さ
れ
ま
す
。
 

今
回
の
改
正
は
、
こ
こ
数
年
増
え
始
め
た
死
亡
事
故
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
 

に
ク
車
社
会
（
の
新
し
い
秩
序
づ
く
り
を
目
指
す
も
の
で
す
。
 

主
な
改
正
点
は
次
の
ど
お
り
で
す
。
 

シ
ー
ト
ペ
ル
ト
の
着
用
が
 

義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
 

!

9
月
ー
日
施
行
I
 

す
べ
て
の
道
路
で
、
ド
ラ
イ
バ
ー
は
 

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
が
義
務
付
け
ら
 

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
 

助
手
席
に
す
わ
る
人
に
も
シ
ー
ト
ベ
ル
 

ト
を
着
用
さ
せ
て
か
ら
で
な
い
と
、
車
 

を
運
転
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
 

同
時
に
、
 
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
後
部
座
 

席
に
す
わ
る
人
に
対
し
て
も
シ
ー
ト
ベ
 

ル
ト
を
着
用
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
 

ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

〈
違
反
し
た
場
合
の
措
置
〉
 

高
速
道
路
廿
ド
ラ
イ
バ
ー
本
人
が
着
 

用
し
て
い
な
い
場
合
に
行
政
処
分
、
点
 

数
一
点
。
 

一
般
道
路
廿
今
回
の
法
改
正
の
趣
旨
 

が
ド
ラ
イ
バ
ー
に
徹
底
し
、
シ
ー
ト
ベ
 

ル
ト
着
用
意
識
が
向
上
し
た
段
階
で
、
 

1/ 

行
政
処
分
点
数
を
付
す
る
こ
と
を
検
討
 

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

〈
特
例
〉
 

次
に
挙
げ
る
よ
う
な
人
は
、
着
用
義
 

務
を
免
除
さ
れ
ま
す
。
 

▽
乗
り
降
り
の
ひ
ん
ぱ
ん
な
郵
便
集
配
 

車
な
ど
の
ド
ラ
イ
バ
ー
 

▽
妊
娠
や
負
傷
し
て
い
る
人
な
ど
、
療
 

養
上
ま
た
は
健
康
の
保
持
上
シ
ー
ト
ベ
 

ル
ト
を
す
る
の
が
適
当
で
な
い
ド
ラ
イ
 

。ハー 
▽
体
が
非
常
に
大
き
い
、
あ
る
い
は
小
 

さ
い
の
で
適
切
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
装
 

着
で
き
な
い
ド
ラ
イ
バ
ー
 

▽
バ
ッ
ク
の
運
転
を
す
る
と
き
の
ド
ラ
 

イ
バ
ー
 

▽
そ
の
他
、
パ
レ
ー
ド
な
ど
複
数
の
警
 

察
用
車
両
で
護
衛
等
さ
れ
て
い
る
車
の
 

ド
ラ
イ
バ
ー
や
公
職
選
挙
法
上
の
選
挙
 

用
自
動
車
の
ド
ラ
イ
バ
ー
（
候
補
者
や
 

運
動
員
に
限
る
）
な
ど
で
す
。
 

な
お
、
助
手
席
同
乗
者
に
つ
い
て
も
 

ほ
ぽ
ド
ラ
イ
バ
ー
の
場
合
に
準
じ
て
免
 

除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
 

空
ぶ
か
し
の
行
為
が
 

禁
止
さ
れ
ま
す
 

1

9
月
ー
日
施
行
I
 

ド
ラ
イ
バ
ー
や
ラ
イ
ダ
ー
は
、
正
当
 

な
理
由
が
な
く
、
著
し
く
人
に
迷
惑
に
 

な
る
騒
音
を
生
じ
さ
せ
る
方
法
で
急
発
 

進
、
急
加
速
、
空
ぶ
か
し
を
し
て
は
な
 

か
り
ま
す
が
、
人
権
を
守
る
と
い
う
町
 

長
の
強
い
判
断
と
法
務
局
の
指
導
で
他
 

町
に
先
が
け
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
 ト役場で進められている戸籍簿の再製作業ぐ 

ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

〈
違
反
し
た
場
合
の
措
置
〉
 

行
政
処
分
点
数
一
点
。
 

初
心
者
ラ
イ
ダ
ー
の
 

ニ
人
乗
り
禁
止
 

1

9
月
ー
日
施
行
I
 

自
動
二
輪
車
の
免
許
を
取
っ
て
一
年
 

未
満
の
初
心
者
ラ
イ
ダ
ー
は
、
二
人
乗
 

り
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
ま
 

し
た
。
 

昭
和
五
十
八
年
中
の
二
人
乗
り
運
転
 

中
の
死
亡
事
故
を
み
る
と
、
約
七
割
が
 

免
許
取
得
一
年
未
満
の
初
心
者
ラ
イ
ダ
 

ー
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

〈
違
反
し
た
場
合
の
措
置
〉
 

行
政
処
分
点
数
一
点
。
反
則
金
四
千
 

円
。
罰
則
三
万
円
以
下
の
罰
金
。
 

（
癌
覇
）
ミ
ニ
バ
イ
ク
の
右
折
方
法
が
 

変
わ
り
ま
す
 

ー

 
昭
和
 61 
年
ー
月
ー
日
施
行
■
 

次
に
挙
げ
る
道
路
で
は
、
図
の
よ
う
 

に
曲
が
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

①
標
識
で
右
折
方
法
が
指
定
さ
れ
て
い
 

る
交
差
点
 

②
片
側
三
車
線
以
上
あ
る
道
路
で
信
号
 

機
の
あ
る
交
差
点
（
標
識
等
で
除
外
さ
 

れ
る
場
合
も
 

あ
る
）
 

つ
ま
り
、
 

ま
ず
左
端
を
 

走
り
交
差
点
 

の
端
を
直
進
 

し
、
そ
こ
で
 

車
体
の
向
き
を
変
え
、
進
む
方
向
の
信
 

号
に
従
っ
て
直
進
す
る
こ
と
に
な
り
ま
 

広 花 影 市 

す。 

綾}(Q)聾田中先生をしのび踊りの輪 
人 大 で ら 
を き 、約 刊J 盆に出川115 郡かり b u u メ、 
し な 五 五 
の 踊 十 百 
び り 発 人 
ま の の が 
し 輪打 参 

ノ
 

今
年
一
月
三
十
 

一
日
に
亡
く
な
っ
 

た
田
中
六
助
氏
の
 

初
盆
…
盆
踊
り
が
、
 

八
月
十
四
日
、
午
 

後
七
時
か
ら
赤
池
 

橋
下
河
川
敷
駐
車
 

場
で
行
わ
れ
ま
し
 

た。 こ
の
盆
踊
り
大
 

会
は
、
田
中
六
助
 

田
川
後
援
会
の
主
 

催
で
行
わ
れ
た
も
 

の
で
、
翠
子
夫
人
 

長
男
の
雄
二
郎
氏
 

を
は
じ
め
、
田
川
 

た を ち 加 
。繰 上 

り げ 遺 
ト河川敷駐車場で行われた 

田中六助氏をしのぶ盆踊り大会． × 

〈
違
反
し
た
場
合
の
措
置
〉
 

行
政
処
分
点
数
一
点
、
反
則
金
二
千
 

円
。
罰
則
一
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
 

科
料
。
 

初
心
者
ド
ラ
イ
バ
ー
の
た
め
の
 

講
習
 

ー

 
昭
和
 61 
年
ー
月
ー
日
施
行
■
 

免
許
取
得
後
一
年
以
内
に
行
政
処
分
 

点
数
の
合
計
が
四
点
か
五
点
に
な
っ
た
 

ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
公
安
委
員
会
が
行
う
 

「
初
心
運
転
者
講
習
」
を
受
け
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
 

初
心
者
の
ド
ラ
イ
バ
ー
は
交
通
社
会
 

に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
、
違
反
を
し
た
 

り
、
事
故
を
起
こ
す
率
が
高
く
な
り
ま
 

す
。
そ
こ
で
、
免
許
停
止
に
な
る
前
に
 

も
う
一
度
安
全
に
関
す
る
講
習
を
受
け
 

て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
す
。
 

ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
が
 

ミ
ニ
バ
イ
ク
の
ラ
イ
ダ
ー
 

に
も
義
務
付
け
 

！

 
昭
和
 61 
年
7
月
5
日
施
行
■
 

ミ
ニ
バ
イ
ク
を
運
転
す
る
人
は
必
ず
 

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
ら
な
け
れ
ば
な
り
 

ま
せ
ん
。
 

施
行
は
来
年
の
七
月
五
日
か
ら
で
す
 

が
、
施
行
前
で
も
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
 

り
身
の
安
全
を
は
か
り
ま
し
ょ
う
。
 

〈
違
反
し
た
場
合
の
措
置
〉
 

行
政
処
分
点
数
一
点
。
 


